
令和7年度　大隅中校納金

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 合計

給食費
【里親・生活保護家庭の

み徴収】
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

ＰＴＡ会費
（P戸数）（５月～10月）

(月300円)
600 600 600 600 600 600 3,600 

体育文化振興費
（P戸数）（５月～10月）

(月４00円)
800 800 800 800 800 800 4,800 

手数料 10 10 10 10 10 10 60 

１年教材費
（年額　32,352円）

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,352 32,352 

２年教材費
（年額　16,213円）

2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,213 16,213 

３年教材費
（年額　24,311円）

4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 3,811 24,311 

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 合計

１年生(長子） 0 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,762 0 0 0 0 40,812

２年生（長子） 0 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 3,623 0 0 0 0 24,673

３年生（長子） 0 5,510 5,510 5,510 5,510 5,510 5,221 0 0 0 0 32,771

学校徴収金

口座引落金額

※　末子の生徒は、PTA会費及び体育文化振興費の合計額1,400円を差し引く

引落の流れついて（兄弟姉妹個別徴収）

初回引落

毎月２５日

週休日・祝日の場合

は翌営業日

再引落

翌月３日

週休日・祝日の場合

は翌営業日

未納通知

毎月１０日前後

必ず指定日までに

学校へ納入

引落できなかった場合 引落できなかった場合

・ 兄弟姉妹についても個別に徴収します。

例） ３年と１年に兄弟姉妹がいる場合の５月２５日の振替

→ ３年生4月分 5,510円 と １年生４月分 6,810円

を保護者口座からそれぞれ振り替えます。

（振替手数料 １０円含む）

兄弟姉妹の引き去り方法について


